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大和市教育委員会規則第６号 

大和市生涯学習センター条例施行規則の一部を改正する規則 

大和市生涯学習センター条例施行規則（昭和４４年大和市教育委員会規則第１２号）の一部を次

のように改正する。 

第１条中「第１８条」を「第１７条」に改める。 

第２条中「第４条」を「第８条」に改め、「使用し、又は」を削り、「教育委員会」を「指定管

理者」に改める。 

第３条第１項中「教育委員会」を「指定管理者」に改め、「使用又は」を削り、同条第２項中

「教育委員会」を「指定管理者」に改める。 

第４条中「教育委員会」を「指定管理者」に改め、「使用又は」を削る。 

第５条の見出し中「使用申請」を「利用申請」に改め、同条第１項中「（大和市生涯学習センタ

ー及び大和市北部文化・スポーツ・子育てセンターを除く。以下同じ。）」を削り、「の使用」を

「の利用」に、「教育委員会」を「指定管理者」に、「使用申請」を「利用申請」に改め、同項第

１号中「連絡先」の次に「（個人の場合は、氏名、住所及び連絡先）」を加え、同項第２号及び第

３号中「使用し」を「利用し」に改め、同条第２項中「使用申請」を「利用申請」に改め、同条第

３項中「使用日」を「利用日」に、「使用申請」を「利用申請」に改め、同条第４項中「使用の」

を「利用の」に改め、同項前段中「使用申請」を「利用申請」に改め、同項中「多目的ホール早期

予約催事使用申請書」を「多目的ホール早期予約催事利用申請書」に改め、同項第１号中「教育委

員会」を「指定管理者」に改め、同項第２号中「使用時間」を「利用時間」に改め、同条第５項中

「使用申請」を「利用申請」に改め、同条第６項中「教育委員会」を「指定管理者」に、「使用申

請」を「利用申請」に改める。 

第６条の見出しを「（利用承認等）」に改め、同条第１項中「教育委員会」を「指定管理者」に、

「使用申請」を「利用申請」に、「使用目的」を「利用目的」に改め、同項第１号中「使用を」を

「利用を」に改め、同項第２号中「多目的ホール早期予約催事使用」を「多目的ホール早期予約催

事利用」に、「使用を」を「利用を」に改め、同条第２項中「使用申請」を「利用申請」に、「使

用日」を「利用日」に改める。 



第７条の見出し中「使用時間」を「利用時間」に改め、同条第１項中「使用時間」を「利用時間」

に改め、同項ただし書中「教育委員会」を「指定管理者」に改め、同条第２項中「使用時間」を

「利用時間」に改め、同条第３項中「教育委員会」を「指定管理者」に改める。 

第８条の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条第１項中「使用の」を「利用の」に、「使用

者」を「利用者」に、「使用日時」を「利用日時」に、「、使用日」を「、利用日」に改め、同項

ただし書中「教育委員会」を「指定管理者」に改め、同条第２項中「教育委員会」を「指定管理者」

に、「使用者」を「利用者」に改める。 

第９条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「に定める使用料」を「の利用料金」

に、「室」を「会議室等並びに附属設備及び備品」に、「会議室等」を「もの」に改める。 

第１０条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「使用者」を「利用者」に、「使

用」を「利用」に、「第１２条第１項本文の規定による使用料」を「第１２条第１項の利用料金」

に改め、同条ただし書中「教育委員会」を「指定管理者」に改める。 

第１１条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「第１２条第１項ただし書」を

「第１２条第４項」に、「別表第６」を「別表第５」に改め、同条ただし書中「使用する」を「利

用する」に改め、「場合」の次に「並びに市民交流ラウンジ及び個人用ロッカーの利用」を加える。 

第１２条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条第１項中「使用者」を「利用者」に、

「使用する」を「利用する」に、「第１２条第２項ただし書」を「第１２条第５項ただし書」に、

「使用料」を「利用料金」に改め、同条第２項中「生涯学習センター使用料・利用料金還付申請書」

を「生涯学習センター利用料金還付申請書」に、「市長」を「指定管理者」に改め、同条第３項中

「生涯学習センター使用料・利用料金還付決定通知書」を「生涯学習センター利用料金還付決定通

知書」に改める。 

第１３条の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条中「使用者」を「利用者」に、「使用」を

「利用」に、「使用方法」を「利用方法」に改める。 

第１４条中「使用者」を「利用者」に、「使用」を「利用」に改める。 

第１５条第２号中「使用者」を「利用者」に改め、同条第３号中「使用しない」を「利用しない」

に改める。 

第１７条の見出し中「使用者」を「利用者」に改め、同条中「使用者」を「利用者」に、「使用」

を「利用」に改める。 

第１８条を削る。 

第１９条中「別表第７」を「別表第６」に改め、同条を第１８条とし、第２０条を第１９条とす

る。 



別表第１中「使用日（大和市生涯学習センター及び大和市北部文化・スポーツ・子育てセンター

においては、利用日。以下この表において同じ。）」を「利用日」に、「使用（大和市生涯学習セ

ンター及び大和市北部文化・スポーツ・子育てセンターにおいては、利用。以下この表において同

じ。）」を「利用」に、「使用日の」を「利用日の」に、「使用の」を「利用の」に改める。 

別表第２中「使用日」を「利用日」に改める。 

別表第３中「会議室等」の次に「及び多目的ホール」を加え、「（利用時間）」を削る。 

別表第４を次のように改める。 

  



別表第４（第９条関係） 

１ 大和市生涯学習センターの会議室等の適用 

室名＼区分 適用する室 

講習室 講習室（６０１） 

大会議室 会議室（６０２及び６１０） 

中会議室 会議室（６０３） 

小会議室 会議室（６０４、６０５、６０６、６０７及び６０９） 

スタジオ（大） スタジオ大（３０１） 

スタジオ（中） スタジオ中（３０２） 

スタジオ（小） スタジオ小（３０３） 

和室 和室（６０８） 

美術・工芸室 文化創造室・会議室（６１２） 

調理実習室 調理実習室・会議室（６１１） 

２ 大和市生涯学習センターの附属設備及び備品の適用 

附属設備及び備品＼区分 単位 適用する設備及び備品 

団体用倉庫等 １区画 団体用倉庫又は団体用ロッカー 

貸出設備、備品等 １区画又は各品目の単位 個人用ロッカー、ポータブルＰ

Ａパック、プロジェクター等 

３ 大和市つきみ野学習センターの会議室等の適用 

室名＼区分 適用する室 

会議室 ２０１会議室、２０２会議室及び３０３会議室 

講習室 ３０４講習室 

集会室 ２０３集会室 

和室 ３０１和室及び３０２和室 

４ 大和市北部文化・スポーツ・子育てセンターの会議室等の適用 

室名＼区分 適用する室 

会議室１ 会議室１ 

会議室２ 会議室２ 

会議室３ 会議室３ 

 



会議室４ 会議室４ 

会議室５ 会議室５ 

多目的室 

会議室６ 会議室６ 

会議室７ 会議室７ 

会議室８ 会議室８ 

アリーナ 

全面 アリーナ（全面） 

１／２ アリーナ（１／２） 

個人利用 アリーナ（個人利用） 

５ 大和市北部文化・スポーツ・子育てセンターの附属設備及び備品の適用 

附属設備及び備品＼区分 単位 適用する設備及び備品 

貸出設備、備品等 １区画又は各

品目の単位 

個人用ロッカー、ポータブルＰＡパック、プ

ロジェクター等 

６ 大和市桜丘学習センターの会議室等の適用 

室名＼区分 適用する室 

会議室 １０４会議室 

講習室 １０３講習室及び２０２講習室 

集会室 ３０１集会室 

和室 １０２和室 

７ 大和市渋谷学習センターの会議室等の適用 

室名＼区分 適用する室 

３０２スタジオ ３０２スタジオ 

３０３スタジオ ３０３スタジオ 

３０４講習室 ３０４講習室 

３０５講習室 ３０５講習室 

３０６和室 ３０６和室 

３０７会議室 ３０７会議室 

３０８会議室 ３０８会議室 

３０９講習室 ３０９講習室 

３１０講習室 ３１０講習室 

 



別表第５を削る。 

別表第６中「使用内容（利用内容）」を「利用内容」に、同表１の項中「（大和市生涯学習セン

ター及び大和市北部文化・スポーツ・子育てセンターにおいては、」を「又は」に改め、「を含

む。）」及び「使用し、又は」を削り、同表２の項から６の項までの規定中「使用し、又は」を削

り、同表７の項中「使用する」を「利用する」に改め、同表８の項中「（大和市生涯学習センター

及び大和市北部文化・スポーツ・子育てセンターに限る。）」を削り、同表を別表第５とする。 

別表第７中「第１９条」を「第１８条」に改め、同表第４号様式の項中「多目的ホール早期予約

催事使用申請書」を「多目的ホール早期予約催事利用申請書」に改め、同表第５号様式の項中「生

涯学習センター使用料・利用料金還付申請書」を「生涯学習センター利用料金還付申請書」に改め、

同表第６号様式の項中「生涯学習センター使用料・利用料金還付決定通知書」を「生涯学習センタ

ー利用料金還付決定通知書」に改め、同表を別表第６とする。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 


